
 

※ 登録番号 

 

   第１６２号 （令和 ３年 ３月２６日） 

 

１.投 資 顧 問 業 の 種 類             

 

 一般不動産投資顧問業  総合不動産投資顧問業 

 

２.法 人 ・ 個 人 の 別             

 

         法人                    個人 

 

       （ ふ り が な ） 

３.商 号 又 は 名 称             

（めるでぃあ・あせっとまねじめんとかぶしきがいしゃ） 

メルディア・アセットマネジメント 株式会社 

 

      （ ふ り が な ） 

４.氏           名 

 （法人である場合は代表者氏名） 

（すずき もとひろ） 

代表取締役 鈴木 基広 

 

５.資    本    金    額 
金 5,000 万円 

 

６.役           員 

 

     （ ふ り が な ） 

    氏       名 

 

         

   役    職    名 

 

 

    常勤・非常勤の別 

（すずき もとひろ） 

鈴木 基広 
代表取締役 

 

      常勤   非常勤 

（のまた つねお） 

野又 恒雄 
取締役 

 

      常勤   非常勤 

（たかいし としひこ） 

髙石 俊彦 
取締役 

 

      常勤   非常勤 

（かりの てつや） 

狩野 哲也 
取締役 

 

      常勤   非常勤 

（にしだ しんや） 

西田 伸也 
取締役 

 

      常勤   非常勤 

（たかはし まさや） 

高橋 昌也 
取締役 

 

      常勤   非常勤 

（はせべ つよし） 

長谷部 剛 
監査役 

 

      常勤   非常勤 

 



７.第４条第１項第３号又は第４号に規定する重要な使用人 

 

    （ ふ り が な ） 

   氏      名 

    （使用人の種類） 

 

     職           名 

 

   統括する業務の別 

（のまた つねお） 

野又 恒雄 
営業所の業務を統括する者 

投資判断を行う者 

助言の業務を行う者 

判断業務統括者 

取締役 兼 運用部長 投資判断 

（はしもと しんや） 

橋本 晋也 
投資部長 売買、賃貸、管理等 

（たかいし としひこ） 

髙石 俊彦 

取締役 兼 リーガル・ 

コンプライアンス部長 

コンプライアンス及び 

リスク管理業務 

（こうだ としお） 

幸田 敏夫 
管理本部長 兼 総務部長 総務、人事、管理 

（いちかわ ひろかず） 

市川 裕一 
ファンド管理部長 管理等 

（ただの ひでみつ） 

但野 秀光 
内部監査室長 内部監査 

   

 

計     ６  名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８.不動産投資顧問業を営む営業所の名称及び所在地 

 

 

名     称 

 

 

 設置年月日 

 

所  在  地 

本店 令和2年9月1日 

〒163-0630 

東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 

新宿センタービル30階 

TEL：03-5909-8774 

FAX：03-5909-8776 

   

 

計    １   店 

  



９.業務の方法 

 

 

１．投資助言業務又は投資一任業務の対象となる不動産の種類等 

  (1) 資産の種別：主に不動産を信託財産とする信託受益権 

 （2）種類：主に単身・小家族世帯向けの居住用賃貸不動産 

 （3）規模：１投資物件あたり８０百万円以上 

 （4）所在する地域：都市部 

 

２．助言の方法 

主として一定期間継続的な資産運用に係る助言とする。  

顧客ごとの投資戦略や規模、投資経験等をふまえ、投資対象の選定・評価・分

析を行い、助言を行う。具体的な助言内容や契約期間等については、個別の契

約ごとに協議の上、決定する。 

 

３．報酬体系（投資一任契約） 

 報酬は、投資対象等を勘案し、個別の契約ごとに協議の上、設定する。基本的

には、下記をベースに個別に報酬額を設定する。 

（1）アクイジションフィー：取得資産額の1.0～3.0％ 

（2）アセットマネジメントフィー：投資総額又は総資産額の0.2～0.8％ 

 (3) ディスポジションフィー：資産売却額の1.0～3.0% 

（4）インセンティブフィー：超過収益額の50.0％を上限 

 

４．報酬の支払時期 

 報酬の支払時期は、契約形態（期間契約）や報酬の種類に応じ、個別の契約ご

とに設定する。 

 

５．匿名組合、信託及び特定目的会社等を用いる場合はその方法 

 当社は、不動産信託受益権等の資産に対する投資を行う匿名組合の営業者との

間で投資一任契約・投資助言契約を締結し、運用・助言業務を行うことがある

。スキームの選択及び業務運営にあたっては、弁護士や公認会計士等の外部専

門家の助言をふまえて、関係法令に準拠した対応を行う。 

 

６．ＧＩＰＳ基準 

 当社は、不動産の運用実績の開示について、ＧＩＰＳ基準に準拠しない。 

 

  

 

 

                                                                 



１０.既に有している免許、許可又は登録 

 

 

業 の 種 類 

 

 

免許等の番号 

 

免許等の年月日 

 

１．金融商品取引法第２９条の登録 該当なし 
 

 

２．宅地建物取引業法第３条第１項の免許 
東京都知事免許 

（1）第105425号 
令和2年10月23日 

 

３．不動産特定共同事業法第３条第１項の許可 該当なし 
 

 

 

１１.不動産投資顧問業以外の事業の種類及び内容 

 

・投資運用業 

・第二種金融商品取引業 

・投資助言・代理業 

・宅地建物取引業 

・不動産特定共同事業 

・不動産に関する調査、研究、物件調査、鑑定、評価、設計、管理、   

 情報提供及びコンサルティング業務 

・金銭の貸付、金銭の貸借の媒介及び債権の買取等の業務 

・他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に 

関する相談に応じ、又はこれに関し仲介を行う業務 

・経営コンサルティング業務 

・特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務 

・他の事業者への顧客紹介に関する業務  

・前各号に附帯又は関連する一切の業務   

 



１２.主要株主の商号、名称又は氏名及び住所 

 

 

       （ふりがな） 

 商号、名称又は氏名 

  

 

   住     所 

保有する株式の数又は出資 

の金額 

 

割 合 

（かぶしきがいしゃ 

さんえいけんちくせっけい） 

株式会社三栄建築設計 

1,000株 50％ 

東京都杉並区西荻

北二丁目１番11号 

三栄本社ビル 

（かぶしきがいしゃ 

えむえーあい） 

株式会社MAI 

1,000株 

 
50％ 

東京都新宿区西新

宿一丁目25番１号 

新宿センタービル 

32階 

 

 

１３.役員の兼職の状況 

 

 

       (ふりがな） 

      役員の氏名 

 

常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類 

又は他に営んでいる事業の種類 

（かりの てつや） 

狩野 哲也 

・株式会社MAI（不動産業・投資事業）  

・メルディアホテルズ・マネジメント株式会社 

（ホテル業） 

（にしだ しんや） 

西田 伸也 
・株式会社三栄建築設計（不動産業） 

（たかはし まさや） 

高橋 昌也 
・株式会社三栄建築設計（不動産業） 

（はせべ つよし） 

長谷部 剛 
・株式会社三栄建築設計（不動産業） 

 


